
漢
代
の
家
族
と
そ
の
労
働

一
夫
耕
婦
績
に
つ
い
て
一

上

田

早

苗

【
要
約
】
　
「
夫
学
区
績
」
は
、
太
古
以
来
の
社
会
通
念
で
あ
っ
て
、
と
く
に
儒
家
独
自
の
思
想
と
言
う
訳
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
漢
代
に
至
り
、
儒

家
の
進
出
と
と
も
に
、
こ
の
「
夫
虚
血
績
」
の
理
念
が
押
し
進
め
ら
れ
、
社
会
の
末
端
に
ま
で
浸
透
す
る
よ
う
に
な
る
。
　
「
夫
耕
婦
績
」
の
通
念
を
儀
式

化
し
た
の
が
、
文
帝
の
治
世
よ
り
始
ま
る
「
番
田
蚕
桑
」
の
儀
礼
で
あ
る
。
皇
帝
が
籍
田
の
儀
礼
を
、
皇
后
が
黒
酒
の
儀
礼
を
執
行
し
、
天
下
の
夫
婦
男

女
に
対
し
て
労
働
の
在
り
方
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
族
内
部
で
は
、
性
別
に
よ
る
分
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
男
が
耕
作
を
、
女
が
採
桑
、

養
蚕
、
紡
績
、
機
織
及
び
裁
縫
な
ど
一
連
の
仕
事
を
分
担
す
る
。
漢
代
に
あ
っ
て
は
、
女
性
労
働
に
も
と
つ
く
布
畠
の
類
が
正
規
の
課
税
と
し
て
徴
収
さ

れ
た
り
、
あ
る
い
は
布
吊
を
以
っ
て
租
税
に
代
え
た
と
す
る
事
例
は
見
当
ら
な
い
。
魏
晋
以
降
の
税
制
は
、
こ
の
「
男
憎
女
盛
」
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
て

お
り
、
理
念
と
し
て
は
夫
（
男
）
か
ら
租
を
、
婦
（
女
）
か
ら
は
調
を
徴
収
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
夫
婦
の
労
働
に
よ
っ
て
完
結
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
二
巻
三
号
　
一
九
七
九
年
五
月

漢代の家族とその労働（上田）

は
　
じ
　
め
　
に

　
漢
代
の
家
族
に
関
し
て
は
、
そ
の
戴
餅
を
め
ぐ
っ
て
宇
都
宮
清
吉
馬
と
守
屋
美
都
雄
氏
と
の
間
に
論
争
が
お
こ
な
わ
れ
、
決
着
を
見
な
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
旧
来
の
論
争
は
い
つ
し
か
三
族
制
家
族
が
は
た
し
て
普
遍
的
に
存
在
し
た
か
否
か
と
い
う
問
題
に
限
定
さ
れ
、
家
族

と
国
家
と
の
関
係
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
き
た
。
秦
漢
帝
国
を
成
立
さ
せ
る
原
理
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
は
い
ま
な
お
解
決
さ
れ
る
べ
き

課
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
家
族
と
こ
れ
に
対
極
す
る
国
家
隠
皇
帝
権
力
と
の
絹
互
の
関
わ
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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谷
川
道
雄
疵
の
言
う
「
自
律
的
世
界
（
旨
家
族
）
」
と
「
政
治
的
世
界
（
皿
国
家
）
」
と
の
二
つ
の
分
化
し
た
世
界
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
よ
っ
て
整
合
さ
れ
、
国
家
の
支
配
体
制
の
内
に
統
一
さ
れ
得
る
の
か
。
小
稿
は
か
か
る
課
題
に
対
し
て
と
り
わ
け
家
族
内
部
の
労
働
の
在
り

方
乃
至
分
業
と
い
う
観
点
よ
り
検
討
を
加
え
、
国
家
権
力
が
い
か
な
る
方
式
に
よ
っ
て
家
族
を
内
包
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
か
を
考
察
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
家
族
を
構
成
す
る
夫
婦
乃
至
男
女
に
お
け
る
労
働
の
実
態
あ
る
い
は
在
り
方
は
ど
の
よ
う
に
観
念

さ
れ
て
い
た
か
。
ま
た
そ
れ
が
実
際
に
い
か
な
る
形
式
に
よ
っ
て
具
現
さ
れ
た
か
を
示
し
た
い
。
家
族
に
関
す
る
史
料
は
す
で
に
多
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
、
儀
礼
に
関
す
る
記
事
は
難
解
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
小
稿
で
は
と
く
に
漢
代
に
成
立
し

た
籍
田
親
蚕
の
儀
礼
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
探
っ
て
み
た
い
。
こ
の
儀
礼
は
農
耕
儀
礼
と
し
て
興
味
深
い
こ
と
は
勿
論
、

三
老
五
更
の
儀
礼
と
と
も
に
当
時
の
家
族
生
活
の
在
り
方
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。

①
．
漢
代
に
お
け
る
家
族
及
び
郷
里
に
関
す
る
諸
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
東
晋
次

　
「
漢
代
に
お
け
る
家
族
と
郷
里
i
宇
都
宮
清
吉
琉
の
漢
代
家
族
・
郷
里
社
会
論
を

、
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
四
）
に
お
い
て
よ
く
整
理
さ

　
れ
て
い
る
。

②
　
谷
川
道
雄
「
中
国
に
お
け
る
中
世
一
六
朝
・
晴
唐
社
会
と
共
同
体
1
」
（
『
中
国

　
中
世
社
会
と
共
同
体
』
所
収
）
。
尾
形
勇
氏
は
こ
の
課
題
に
つ
き
一
連
の
研
究
を

　
発
表
さ
れ
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
「
私
家
」
の
広
汎
な
存
在
を
前
提
に
し
て
、

　
漢
家
と
い
う
姻
家
は
こ
れ
ら
の
個
々
の
「
私
家
」
と
次
元
を
異
に
す
る
、
各
々
の

　
「
家
」
が
止
揚
さ
れ
た
「
君
臣
関
係
」
を
基
軸
に
し
て
成
立
す
る
と
し
て
い
る

　
（
「
漢
家
」
の
意
義
と
構
造
一
中
国
古
代
に
お
け
る
家
父
長
棚
的
秩
序
と
圏
家
秩
序

　
1
」
、
『
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
五
）
。
ま
た
「
天
下
【
家
」
の
文
言
を
「
家
」

　
内
秩
序
を
醐
家
に
ま
で
拡
大
し
た
表
現
と
理
解
し
、
そ
れ
を
以
っ
て
「
国
家
秩

序
」
の
性
格
を
村
度
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
　
（
「
漢
代
に
お
け
る
『
天

下
一
家
騒
に
つ
い
て
」
、
『
榎
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
収
）
。
琉
の
研
究

は
、
文
言
の
解
釈
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
今
後
は
「
漢
家
」
の
支
配
機
構
及
び

支
配
体
制
そ
の
も
の
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
私
見
を
述

べ
る
と
、
漢
朝
に
あ
っ
て
は
、
漢
家
“
国
家
と
劉
氏
H
私
家
と
が
明
確
に
分
化
し

て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
九
卿
の
う
ち
五
卿
（
光
禄
勲
、
衛
尉
、

大
僕
、
宗
正
、
少
府
）
ま
で
は
皇
家
の
私
的
な
生
活
に
関
す
る
業
務
を
つ
か
さ

ど
る
機
関
で
あ
る
。
漢
朝
は
公
私
の
区
分
が
い
ま
な
お
分
化
し
て
い
な
い
段
階
で

あ
り
、
年
代
の
ご
と
く
三
省
六
部
の
す
べ
て
が
國
家
全
体
に
関
わ
る
行
政
を
担
当

し
、
皇
帝
の
私
的
な
生
活
に
関
す
る
業
務
は
、
こ
の
三
省
六
部
以
外
に
機
関
が
設

け
ら
れ
て
い
る
状
況
と
峻
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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幽
　
家
族
に
対
す
る
法
家
と
儒
家
の
見
解

漢代の家族とその労働（上田）

　
戦
国
時
代
に
は
小
宗
的
血
族
集
団
が
解
体
し
、
す
で
に
三
族
制
家
族
が
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
家
族
を
法
家
と
し
て
は
可
能
な
限

り
分
割
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
家
族
を
以
て
倉
主
権
力
の
貫
徹
を
阻
む
私
的
秩
序
と
見
な
し
、
こ
の
た
め
に
そ
の
細
分
化
を
計
る
の
で
あ
る
。

法
家
刑
名
の
徒
だ
る
商
鞍
が
断
行
し
た
第
一
次
変
法
の
う
ち
に
は
父
の
存
命
中
に
お
け
る
世
帯
分
離
を
奨
励
す
る
唖
蝉
の
条
項
が
あ
る
。
ま
た

第
二
次
変
法
の
際
に
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
父
子
兄
弟
が
同
一
戸
内
に
同
居
す
る
こ
と
す
ら
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
家
の
学

説
を
採
用
し
た
姦
秦
が
政
策
と
し
て
世
帯
分
離
を
奨
励
さ
ら
に
は
強
制
す
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
と
番
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
社
会

に
あ
っ
て
家
族
が
普
遍
的
に
存
在
し
た
こ
と
と
国
家
権
力
が
こ
の
家
族
を
支
配
の
単
位
と
し
て
こ
れ
を
掌
握
す
る
か
否
か
は
全
く
別
の
問
題
で

あ
る
。
従
来
の
研
究
は
や
や
も
す
れ
ば
こ
の
両
者
を
混
同
し
て
立
論
さ
れ
た
嫌
い
が
あ
る
。
秦
漢
帝
国
に
お
け
る
算
賦
（
人
頭
税
）
の
愚
心
と
い

う
税
欄
の
面
に
限
っ
て
言
え
ば
、
あ
た
か
も
国
家
権
力
は
個
別
人
頭
支
配
体
欄
を
め
ざ
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
算
賦
は
年
齢
や
姓
別

に
よ
る
税
額
の
多
寡
は
な
ん
ら
考
慮
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
家
族
を
構
成
す
る
父
母
、
夫
婦
、
兄
弟
姉
妹
た
ち
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
離
さ
れ
、
個
別

的
に
男
ま
た
は
女
と
し
て
一
律
に
徴
収
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
き
鐸
賦
徴
収
の
型
態
は
皇
帝
権
力
が
自
律
的
秩
序
を
維
持
す
る
家
族

あ
る
い
は
そ
の
延
長
と
し
て
の
宗
族
さ
ら
に
は
郷
里
を
媒
介
と
せ
ず
、
直
接
個
人
を
掌
握
せ
ん
と
す
る
意
図
を
示
す
が
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
算
賦
徴
収
の
実
態
は
ど
う
で
あ
れ
、
個
人
は
現
実
に
は
家
族
あ
る
い
は
宗
族
さ
ら
に
は
郷
里
の
一
員
と
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
自
明

で
あ
る
。
も
し
家
族
か
ら
重
罪
人
を
堕
せ
ば
、
刑
罰
は
本
人
一
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
三
族
訣
と
て
最
小
限
で
も
父
母
妻
子
難
産
ま
で
も
連
坐
し
、

処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
。
三
族
刑
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
　
一
面
で
は
家
族
か
ら
独
立
し
た
個
人
が
い
ま
な
お
析
出
し
て
い

な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
皇
帝
に
よ
る
一
元
的
支
配
を
め
ざ
す
始
皇
帝
が
そ
の
障
害
と
な
る
家
族
の
存
在
さ
え
容
認
し
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
天
下
を
統
一
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
蘇
秦
に
は
王
と
対
を
な
す
后
の
他
に
、
夫
人
・
美
人
な
ど
の
称
号
が
存
在
し
た
。
秦
王
政
が
海
内
を
統
一
し
た
あ
と
、
臣
下
の
意
見
に
従
い
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皇
帝
と
い
う
称
号
を
あ
ら
た
に
制
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
皇
帝
と
い
う
用
語
を
制
定
し
た
が
、
こ
れ
と
つ
れ
あ
う
起
立
と
い
う
称
号
は
な
く
、
ま

た
そ
の
観
念
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
皇
后
の
並
立
が
な
か
っ
た
か
ら
、
従
っ
て
皇
帝
と
皇
后
と
の
合
葬
と
い
う
こ
と
も
起
り
得
な
い
。

臨
漣
に
築
造
さ
れ
た
巨
大
な
陵
墓
に
は
始
皇
帝
一
人
の
み
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
二
世
皇
帝
胡
亥
の
生
母
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く

多
数
に
及
ぶ
宮
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
二
世
皇
帝
の
場
合
に
も
立
后
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
つ
い
で

即
位
し
た
子
嬰
の
場
合
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

　
皇
后
の
称
号
は
無
代
に
至
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
。
高
祖
劉
邦
の
皇
后
は
呂
維
で
あ
り
、
高
祖
の
死
後
、
女
主
と
て
漢
朝
の
実
権
を
掌
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
。
彼
女
は
帝
都
長
安
の
南
、
細
水
の
北
に
位
置
す
る
長
陵
に
高
祖
劉
邦
と
と
も
に
合
葬
さ
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
慈
善
は
皇
帝
と
皇
后
と
の

　
　
　
　
　
　
　
③

合
葬
が
慣
例
と
な
る
。
最
近
、
河
北
雀
満
城
西
郊
外
の
亀
山
に
お
い
て
二
基
の
漢
墓
が
発
堀
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
中
山
靖
王
羅
宇
（
景
帝
の
子
、

皇
帝
の
兄
）
と
そ
の
一
意
紹
の
合
葬
墓
で
あ
り
、
当
時
の
上
流
社
会
に
お
い
て
合
葬
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
合
葬
と

い
っ
て
も
同
一
の
墓
室
内
に
心
意
を
並
べ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
揚
合
は
同
一
の
三
山
に
合
葬
さ
れ
て
は
い
る
が
、
墓
室
は
各
々
別
々
に
築
か

れ
て
い
る
。
陵
山
は
南
北
に
走
る
石
灰
岩
の
丘
陵
で
、
高
さ
は
約
二
百
米
。
こ
の
石
灰
岩
を
う
が
っ
て
二
つ
の
薬
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
二

墓
は
南
北
に
並
び
、
南
側
に
愈
愈
の
墓
室
、
北
側
に
號
縮
の
墓
室
が
築
か
れ
、
そ
の
間
の
距
離
は
約
百
米
と
あ
る
。
墓
の
入
口
は
東
に
向
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

お
り
、
陵
山
の
山
頂
附
近
に
位
置
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
法
家
は
家
族
さ
え
も
引
き
裂
き
、
皇
帝
権
力
の
貫
徹
を
計
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
儒
家
の
考
え
は
こ
れ
と
は
全
く
正
反
対
の
立
場
を
取

る
。
儒
家
は
家
族
と
い
う
血
縁
に
も
と
つ
く
自
律
秩
序
を
積
極
的
に
活
用
し
、
こ
れ
を
累
積
し
て
社
会
全
体
の
秩
序
の
維
持
を
は
か
ろ
う
と
す

る
。
儒
家
は
家
族
を
最
少
の
生
活
単
位
と
し
て
設
定
し
、
ま
ず
家
族
の
健
全
な
る
育
成
と
確
保
と
を
主
眼
と
す
る
。
そ
れ
故
に
人
口
の
絶
対
多

数
を
占
め
る
庶
民
は
そ
の
家
族
を
維
持
す
る
た
め
に
農
業
生
産
に
い
そ
し
み
、
護
身
と
節
用
に
つ
と
め
、
以
て
父
母
に
孝
養
を
尽
く
す
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

あ
る
。
そ
れ
が
庶
人
の
孝
道
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
ご
と
き
庶
人
の
家
庭
を
維
持
す
る
た
め
の
物
資
的
基
盤
と
し
て
百
畝

の
耕
地
と
数
畝
の
宅
地
な
ど
を
保
証
し
て
や
る
訳
で
あ
る
。
孟
子
の
雷
う
井
田
法
に
あ
っ
て
は
、
各
家
に
百
畝
ず
つ
耕
地
を
与
え
る
ほ
か
、
公
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覆
百
畝
の
う
ち
の
二
十
畝
は
、
臓
舎
、
井
戸
、
居
宅
、
園
圃
と
し
て
利
用
さ
れ
、
一
家
遣
り
二
藍
半
ず
つ
支
給
す
る
と
す
る
（
後
漢
趙
岐
『
孟
子
』

⑥注
）
。
　
趙
岐
の
註
釈
は
全
く
卓
上
の
プ
ラ
ン
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
庶
民
の
家
族
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
耕
地
以
外
に
二
食
の
居

宅
な
ど
の
用
地
を
与
え
て
い
る
の
は
注
意
を
要
す
る
。
孟
子
は
ま
た
「
尽
心
」
上
に
お
い
て
周
の
文
王
の
と
き
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
理
想

的
な
養
老
の
有
様
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
情
況
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
う

　
　
五
畝
の
宅
、
踏
下
に
樹
る
に
桑
を
以
て
し
、
匹
婦
こ
れ
に
施
せ
ば
、
則
ち
老
者
は
以
て
畠
を
衣
る
に
足
る
夷
。
聖
母
難
・
二
一
母
醜
、
そ
の
時
を
失
ふ
無
く

　
　
ば
、
老
者
は
以
て
肉
を
失
ふ
無
き
に
足
る
爽
。
百
畝
の
田
、
匹
夫
こ
れ
を
耕
さ
ば
、
八
口
の
家
、
以
て
凱
う
る
無
き
に
足
る
｛
矢
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
宅
地
は
五
畝
と
さ
れ
、
旛
下
に
蚕
の
飼
料
と
な
る
桑
木
を
植
え
る
。
匹
婦
が
養
蚕
に
勤
め
れ
ば
、
老
人
は
酪
を
身
に
ま
と

う
こ
と
が
で
き
、
寒
凍
の
憂
い
は
な
く
な
る
と
雷
う
。
主
食
の
穀
物
を
収
穫
す
る
百
畝
の
土
地
の
耕
作
と
と
も
に
、
衣
服
の
生
産
に
欠
く
こ
と

の
出
来
な
い
桑
の
栽
培
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
匹
夫
（
男
性
）
が
耕
作
、
匹
婦
（
女
性
）
が
養
蚕
と
い
う
具
合
に
家
族
内
部
に
あ
っ
て
性

別
に
よ
る
分
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
注
目
に
価
す
る
。

①
た
と
え
ば
「
武
王
取
繕
女
為
后
。
無
子
。
立
異
母
弟
、
是
為
昭
嚢
王
。
昭
嚢

　
母
、
県
人
、
姓
芋
氏
、
号
宣
太
后
」
（
『
史
記
』
巻
五
、
秦
本
紀
）
な
ど
と
あ
る
。

　
ま
た
、
王
と
后
と
の
合
葬
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
「
〔
昭
裏
王
〕
五
十

　
六
年
秋
、
昭
襲
王
卒
。
子
孝
文
王
立
。
尊
唐
八
子
為
唐
太
后
、
而
合
算
葬
於
先
王
」

　
（
『
史
記
』
巻
五
、
秦
本
紀
）
と
あ
る
。
　
『
漢
書
』
巻
九
七
上
、
外
戚
低
回
に
は
、

　
「
漢
籍
、
因
秦
之
称
号
、
帝
母
称
皇
太
后
、
祖
母
称
太
皇
太
后
、
適
帰
皇
后
、
妾

　
皆
称
尊
人
」
と
あ
り
、
皇
后
の
称
号
も
奏
制
よ
り
継
承
し
た
と
し
て
い
る
が
、
始

　
皇
以
後
の
立
后
の
事
実
は
知
ら
な
い
。

②
　
た
だ
し
、
、
合
葬
と
い
っ
て
も
同
一
の
墓
室
に
二
審
を
並
べ
て
葬
る
の
で
は
な

　
く
、
陵
山
を
そ
れ
ぞ
れ
適
々
に
築
造
し
て
い
る
。
　
『
史
記
』
巻
隣
十
九
、
外
戚
世

家
に
、
「
高
潔
崩
、
含
葬
昼
下
」
と
あ
り
、
集
解
は
「
睡
中
詑
日
、
高
祖
陵
在
西
、

　
呂
置
旧
在
束
。
漢
帝
后
岡
螢
剣
為
合
葬
、
不
歯
跡
也
。
諸
陵
皆
如
此
」
と
す
る
。

　
『
三
輔
音
図
』
に
は
、
　
「
呂
后
陵
、
在
高
祖
曲
調
東
」
と
あ
る
。
ま
た
、
長
陸
｛
の
規

　
模
及
び
構
造
に
つ
い
て
は
、
　
「
長
陵
山
東
西
広
一
蒼
二
十
歩
、
高
十
王
丈
。
長
陵

　
城
周
七
里
善
八
十
歩
。
因
課
試
垣
。
門
創
出
。
及
便
殿
抜
庭
山
宮
寺
、
皆
在
中
」

　
と
記
し
て
い
る
。

③
　
前
漢
隠
代
に
あ
っ
て
は
、
武
帝
の
場
合
は
皇
后
と
の
合
葬
が
お
こ
な
わ
れ
な
か

　
つ
た
。
こ
れ
は
蝕
法
盾
、
衛
皇
后
（
衛
子
夫
）
　
の
二
后
が
い
ず
れ
も
大
逆
無
道

　
の
事
件
に
連
坐
し
た
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
漢
末
期
の

　
哀
帝
と
平
帝
の
二
帝
に
つ
い
て
は
、
合
葬
が
な
さ
れ
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
。

　
上
述
の
三
帝
以
外
に
つ
い
て
は
皇
后
と
の
合
葬
が
お
て
な
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

　
き
る
。
恵
帝
（
安
陵
）
は
張
皇
后
と
、
文
帝
（
覇
陵
）
は
璽
皇
后
と
、
景
帝
（
陽

陵
）
は
薄
皇
后
と
、
慰
籍
（
平
陵
）
は
上
官
皇
后
と
、
宣
帝
（
杜
陵
）
は
王
皇
后

　
と
、
元
帝
（
溜
陵
）
は
王
皇
后
と
、
成
型
（
延
陵
）
は
搏
皇
后
と
合
葬
さ
れ
て
い
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る
。

④
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
満
揮
発
軍
隊
「
満
皇
漢
墓
発
掘
紀
要
」
（
『
考
古
』
一

九
七
ニ
ー
一
）

⑤
宇
都
営
清
吉
「
孝
経
庶
人
章
に
よ
せ
て
し
（
『
東
洋
史
研
究
』
十
七
一
四
、
『
申

　
國
古
代
中
世
史
研
究
』
所
収
）

⑥
後
漢
趙
肢
『
孟
子
』
注
は
、

　
　
方
一
型
者
、
九
百
畝
之
地
也
。
地
黒
　
井
。
八
家
各
私
財
百
畝
、
同
共
養
其

　
　
公
田
之
苗
稼
。
公
田
八
十
畝
、
其
余
二
十
畝
、
以
為
履
井
宅
園
園
、
家
二
畝

　
　
半
也
。
先
公
後
私
、
遂
孟
母
私
腹
義
也
。

　
と
し
て
い
る
。
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二
　
社
会
通
念
と
し
て
の
男
耕
女
績

　
孟
子
は
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
と
の
分
業
を
認
め
、
君
主
を
は
じ
め
精
神
労
働
に
従
事
す
る
も
の
は
支
配
者
と
な
り
、
一
方
、
肉
体
労
働
に

従
事
す
る
も
の
す
な
わ
ち
庶
民
は
被
支
配
者
履
を
構
成
し
、
精
神
労
働
に
従
事
す
る
も
の
を
養
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
孟
子
の
考
え
方
は
す
ぐ

れ
て
封
建
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
の
後
の
中
国
社
会
に
お
け
る
政
治
理
念
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
庶
民
が
従
事
せ
ね
ば
な
ら
な
い
肉
体
労
働
と
は
他
な
ら
ぬ
農
業
で
あ
り
、
戦
国
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
孝
経
』
に
よ
る
と
、

　
子
曰
く
、
天
の
道
を
用
ひ
、
地
の
利
を
分
ち
、
身
を
謹
み
節
用
し
、
以
て
父
母
を
養
ふ
。
此
れ
庶
人
の
孝
な
り
（
「
庶
人
章
」
）

と
表
現
さ
れ
て
い
る
如
く
、
庶
人
は
春
夏
秋
冬
の
天
時
に
随
い
、
春
に
は
播
種
、
夏
に
は
転
苗
、
秋
に
は
穫
刈
、
冬
に
は
貯
蔵
を
お
こ
な
う
。

ま
た
庶
人
は
地
形
（
す
な
わ
ち
土
質
や
高
低
）
を
兇
定
め
て
、
そ
れ
に
適
し
た
作
物
を
選
ん
で
栽
培
す
る
。
そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
謹
聴
と
節
約
に
つ

と
め
、
以
て
父
母
を
養
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
儒
家
の
理
念
を
述
べ
た
『
孝
経
』
に
あ
っ
て
は
、
庶
民
は
た
だ
農
業
生
産
に
い
そ
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
、
謹
身
と
倹
約
に
つ
と
め
る
こ
と
が
任
務
で
あ
り
、
そ
れ
が
庶
罠
の
孝
道
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
庶
人
と
家
人
と
は
紫
野
さ
れ
、
同
一
の
意
味
に
使
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
家
人
が
勤
め
る
べ
き
任
務
と
は
農
業
の
生
産
で
あ
る
。
尾
形
勇
氏
が

指
摘
す
る
如
く
官
職
に
在
る
者
が
「
免
官
」
あ
る
い
は
「
去
官
」
し
、
帰
家
し
て
庶
入
と
な
る
こ
と
を
「
帰
田
舎
」
　
「
帰
田
里
」
の
ご
と
く
表

現
し
て
い
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
は
中
央
政
府
に
あ
っ
て
高
官
に
就
任
し
て
い
た
も
の
で
も
免
官
あ
る
い
は
去
宜
に
よ
っ
て
い

っ
た
ん
庶
人
の
身
分
に
戻
れ
ば
、
そ
の
本
来
の
任
務
で
あ
る
農
耕
に
就
く
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。



漢代の家族とその労働（上田）

　
女
性
労
働
に
も
と
つ
く
紡
績
は
、
中
国
祇
会
に
あ
っ
て
は
す
で
に
約
四
千
年
前
の
原
始
社
会
末
期
（
新
石
器
時
代
末
期
）
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
つ
つ
あ
る
。
黄
河
上
流
の
青
海
省
楽
都
県
に
お
い
て
共
同
墓
地
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
そ
の
数
は
一
千
基
に
も
及
ぶ
。
男
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

副
葬
品
に
は
磨
製
の
石
斧
、
石
馬
（
石
製
の
ち
ょ
う
な
）
、
石
蘭
（
石
製
の
の
み
）
な
ど
が
あ
り
、
女
性
に
つ
い
て
は
陶
質
の
紡
車
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
青
海
一
帯
は
甘
粛
と
と
も
に
彩
陶
文
化
の
地
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
男
性
の
場
合
、
磨
製
の
石
斧
、
石
鋳
及
び
石
歯
の
存
在
の
み

で
は
、
男
性
が
農
耕
に
従
事
し
て
い
た
と
は
書
い
難
い
が
、
女
性
に
つ
い
て
は
侮
ら
異
存
は
な
く
、
女
性
が
紡
車
を
用
い
て
紡
績
を
お
こ
な
っ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
古
学
的
に
は
す
で
に
新
石
器
時
代
末
期
に
お
い
て
女
性
労
働
に
よ
る
紡
績
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
典
籍
に
徴
す
る
と
、
　
『
詩
経
』
大
雅
・
旛
叩
に
「
婦
に
公
事
な
く
、
そ
の
筆
墨
を
休
む
」
と
あ
り
、
養
蚕
と
紡
織
と
が

女
性
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
。

　
男
二
女
績
は
史
書
に
散
見
し
、
種
々
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
掲
げ
た
『
孟
子
』
淫
心
上
で
は
、
文
華
の
治
世
に
「
匹
婦
蚕

之
」
　
「
匹
夫
耕
之
」
の
性
別
に
よ
る
分
業
が
な
さ
れ
、
こ
の
警
世
匹
婦
の
分
業
を
基
礎
と
し
て
理
想
的
に
養
老
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。

男
慰
女
績
は
太
古
以
来
の
社
会
通
念
で
あ
り
、
も
と
も
と
儒
家
固
有
の
思
想
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
始
皇
が
礪
石
門
に
お

い
て
刻
ま
せ
た
銘
文
の
一
節
に
、
贈
首
（
庶
民
）
の
風
俗
の
こ
と
に
触
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
や
す

　
地
勢
既
に
定
ま
る
。
黎
庶
　
縣
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
天
下
威
な
撫
ん
ず
。
男
は
そ
の
購
を
楽
し
み
、
女
は
そ
の
業
を
悩
む
。
事
に
各
お
の
序
あ
り
（
『
史

　
記
』
㎝
巷
六
、
秦
〃
始
南
農
爬
一
一
　
二
年
之
条
）

と
あ
り
、
法
家
の
所
説
を
政
治
理
念
と
し
て
採
用
し
た
蘇
秦
に
あ
っ
て
も
こ
の
男
耕
女
績
が
社
会
通
念
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

漢
初
に
お
け
る
思
想
の
主
流
は
道
家
黄
老
で
は
あ
る
が
、
新
出
の
黄
老
関
係
の
文
献
で
あ
る
『
経
法
』
道
法
第
一
に
「
万
民
の
恒
事
、
男
農
女

　
　
　
　
　
　
　
⑤

工
」
と
見
え
て
い
る
。

　
「
男
耕
女
績
」
は
元
来
な
に
も
儒
家
独
自
の
思
想
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
社
会
通
念
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
三

代
の
儒
家
が
こ
の
社
会
通
念
を
巧
み
に
自
己
の
思
想
体
系
の
う
ち
に
導
入
し
、
あ
た
か
も
儒
家
本
来
の
思
想
と
見
な
さ
れ
る
迄
に
至
っ
た
。
昭
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帝
の
始
元
六
年
に
開
催
さ
れ
た
塩
魚
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
に
あ
っ
て
は
、
儒
家
の
立
場
か
ら
発
言
す
る
文
学
の
見
解
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
夫
れ
男
耕
女
績
は
、
天
下
の
大
業
な
り
。
故
に
朝
鳶
地
を
分
ち
て
之
に
処
り
、
田
無
を
制
し
て
之
を
事
と
す
（
「
園
池
」
第
十
三
）

と
す
る
。
後
漢
時
代
に
至
る
と
儒
家
の
思
想
が
社
会
の
末
端
に
ま
で
漫
透
す
る
に
と
も
な
っ
て
女
性
の
側
か
ら
も
紡
績
を
以
て
女
性
の
勤
め
る

べ
き
仕
事
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
班
固
の
妹
に
あ
た
る
班
昭
が
著
わ
し
た
「
女
誠
」
に
、

　
　
血
行
第
四
。
女
に
四
行
あ
り
、
一
に
婦
徳
と
日
ひ
、
二
に
婦
雷
と
日
ひ
、
三
に
婦
容
と
日
ひ
、
四
に
婦
功
と
鶴
ふ
。
（
申
略
）
　
心
を
紡
績
に
専
ら
に
し
、
戯

　
災
を
好
ま
ず
。
酒
食
を
潔
斎
し
、
以
て
賓
客
に
奉
ず
。
是
れ
婦
選
と
謂
ふ
（
『
後
漢
書
』
列
伝
第
七
四
、
列
女
、
扶
風
曹
世
叔
妻
）

と
あ
り
、
紡
績
に
専
念
す
る
こ
と
を
婦
下
す
な
わ
ち
女
性
と
し
て
の
仕
事
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
上
流
の
社
会
に
あ
っ
て
も
、
紡
績
を
以
て
女

性
の
任
務
と
す
る
観
念
は
し
だ
い
に
定
着
し
、
た
と
え
ば
和
帝
の
皇
后
善
心
が
年
少
の
頃
に
女
工
を
習
得
し
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し

　
　
志
は
典
籍
に
在
り
て
、
居
家
の
事
を
問
は
ず
。
母
は
常
に
之
を
非
り
て
曰
く
、
汝
、
女
工
を
習
ひ
て
以
て
衣
服
を
供
せ
ず
し
て
、
乃
ち
更
に
学
に
務
む
。
寧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ば
か

　
　
ん
ぞ
当
に
博
士
に
挙
ら
る
ぺ
け
ん
や
、
と
。
后
は
緯
の
言
に
違
ふ
を
重
り
、
昼
は
浄
業
を
修
め
、
暮
に
経
典
を
云
ふ
。
家
人
は
号
し
て
諸
生
と
目
ふ
（
『
後
漢

　
　
書
』
巻
十
、
皇
后
紀
）

と
癒
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
男
戯
女
績
は
上
古
よ
り
社
会
通
念
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
譜
代
以
降
に
あ
っ
て
儒
家
の
進
出
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
も
に
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
こ
の
男
耕
仁
和
を
儀
礼
化
し
た
籍
田
親
仁
を
検
討
し
て
み
た
い
。

①
宇
都
宮
前
掲
論
文
参
照
。

②
　
罵
形
勇
「
霊
代
に
お
け
る
『
家
人
』
と
鱈
臣
闘
係
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
八
三
－

　
四
）
参
照
。
漢
代
に
あ
っ
て
「
家
」
を
構
成
す
る
も
の
は
「
家
人
」
と
呼
ば
れ

　
た
。
尾
形
氏
は
「
官
・
公
」
と
「
家
」
と
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。

③
青
海
省
文
物
管
理
処
考
古
隊
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
青
海
隊
「
膏
海
楽
都

　
柳
渡
…
帯
け
始
粁
［
ム
苫
墓
地
反
映
山
川
混
融
｝
嬰
問
題
」
　
（
呪
謳
乃
古
』
　
一
九
七
六
一
六
）

④
　
拙
稿
「
漢
初
に
お
け
る
長
者
一
『
史
記
臨
に
あ
ら
わ
れ
た
理
想
的
人
間
像
1
」

　
（
『
史
林
』
五
五
一
三
）
参
照
。

⑤
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
整
理
小
組
編
「
長
沙
馬
絹
羅
漢
墓
出
土
《
老
子
》
乙
本
巻
前

　
古
孫
譲
釈
文
」
　
（
『
文
物
』
一
九
七
餌
－
十
）
、
A
斎
王
堆
雪
墓
叢
書
》
整
理
小
組

　
編
『
老
子
乙
本
及
巻
前
古
侠
書
』
　
（
『
馬
王
堆
漢
墓
爵
書
臨
之
壱
）
、
馬
脚
堆
漢
墓

　
吊
審
整
理
小
組
編
『
蔵
王
堆
漢
墓
粛
書
　
経
法
』
参
照
。

⑥
以
下
に
参
考
の
た
め
男
耕
女
湯
を
表
現
し
た
論
叢
を
掲
げ
て
お
く
。

　
　
（
一
）
　
呉
既
赦
越
、
越
王
覇
践
反
國
、
乃
苦
身
焦
思
、
置
無
様
坐
、
坐
臥
即
仰

　
　
胆
、
飲
食
亦
嘗
胆
也
。
日
、
女
忘
会
稽
之
恥
邪
。
身
自
耕
作
、
浦
人
自
織
、
食

　
　
不
加
肉
、
衣
不
重
采
、
折
節
下
賢
人
、
厚
遇
蟹
客
、
振
貧
弔
死
、
与
百
姓
陶
其
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労
（
『
史
記
』
巻
四
一
、
越
王
句
読
世
家
）

（
二
）
　
男
子
疾
耕
、
不
足
於
糧
酸
、
女
子
紡
績
、
不
足
於
帷
幕
（
『
史
記
』
巻

｝
　
二
、
主
父
偲
俵
）

（
三
）
　
当
是
之
隠
、
男
子
疾
耕
、
不
足
於
糟
糠
、
女
子
紡
績
、
不
足
於
蓋
形

（『

j
記
』
巻
一
一
八
、
潅
南
属
王
安
伝
）

（
四
）
　
至
愚
始
皇
、
遂
井
天
下
、
内
興
功
作
、
外
軽
爆
激
、
収
泰
半
之
賦
、
発

闇
左
之
戊
。
男
子
力
耕
、
不
足
糧
醸
、
女
子
紡
績
、
不
足
衣
服
（
『
漢
書
』
巻

二
四
上
、
食
貨
窓
塁
上
）

（
五
）
　
古
癩
人
臼
、
一
夫
不
耕
、
或
受
曲
飲
、
　
一
女
不
織
、
或
受
之
寒
（
『
漢

書
』
巻
二
照
上
、
食
貨
志
四
上
）

（
六
）
　
且
両
雄
不
倶
立
、
楚
漢
久
糊
持
不
決
。
百
姓
騒
動
、
海
内
揺
蕩
。
饗
夫

釈
朱
、
紅
女
下
機
。
天
下
之
心
、
未
有
所
定
也
（
『
漢
書
』
巻
四
三
、
國
食
其

伝
）

（
七
）
　
男
子
不
寺
運
稼
種
樹
、
婦
人
不
得
紡
績
織
紅
（
『
漢
書
』
六
四
上
、
厳

助
伝
）

（
八
）
　
山
鼠
聖
上
観
万
方
之
歓
娯
、
又
沐
浴
乎
膏
沢
、
櫻
其
修
心
之
将
萌
、
而

怠
於
東
作
也
。
丁
台
旧
章
、
下
魚
詔
、
命
有
司
、
班
憲
度
、
昭
節
倹
、
示
太

　
素
。
去
後
宮
之
麗
飾
、
損
乗
輿
之
服
御
、
抑
工
商
之
野
業
、
興
農
桑
之
盛
務
、

　
遂
令
海
内
奔
宋
而
反
撃
、
中
口
而
帰
真
。
女
婿
織
紐
、
国
務
耕
紙
、
器
用
陶

　
鞄
、
服
尚
素
玄
、
恥
織
靡
而
不
服
、
賎
奇
麗
而
不
善
、
掲
金
川
山
、
沈
珠
於
淵

　
（
班
固
「
東
都
賦
」
）

　
（
九
）
　
今
西
州
辺
鄙
、
土
地
華
商
、
鞍
馬
為
麗
、
鮒
猟
為
業
。
男
寡
耕
稼
之

　
利
、
女
悪
澄
好
之
饒
、
守
塞
候
望
、
懸
節
鋒
鏑
、
聞
急
長
駆
、
去
不
図
反
（
『
後

　
漢
書
』
列
立
四
一
、
陳
亀
伝
）

　
ま
た
、
最
近
若
干
の
壁
画
や
碑
壁
画
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
和
林
格
爾
後
漢

墓
壁
画
（
内
蒙
古
自
治
区
事
態
格
爾
）
の
う
ち
「
荘
圃
図
」
に
は
、
桑
樹
を
取
り

囲
む
よ
う
に
し
て
四
人
の
採
桑
す
る
女
性
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
嘉
硲

隠
田
晋
墓
碑
壁
画
（
甘
粛
省
嘉
略
関
斬
城
）
に
も
桑
の
葉
を
摘
ん
で
い
る
女
性
を

描
い
た
碑
壁
画
が
数
点
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
内
蒙
古
文
物
工
作
隊
・
内
蒙
古
博
物

館
「
和
林
格
爾
発
現
一
座
重
要
的
東
漢
壁
画
墓
」
　
（
『
文
物
』
一
九
七
四
一
一
）
、

呉
栄
曾
「
和
林
格
爾
漢
墓
壁
愚
弟
反
映
的
束
漢
裡
会
生
活
」
（
『
文
物
』
一
九
七
四

…
一
）
、
嘉
総
関
市
文
物
清
理
小
組
「
嘉
略
関
漢
画
像
確
墓
」
　
（
『
文
物
』
一
九
七

一一

鼈
齠
�
j
、
甘
粛
省
博
物
館
・
嘉
硲
関
市
文
物
保
管
所
「
嘉
硲
関
魏
晋
墓
室
壁

画
的
題
材
和
芸
術
価
値
」
　
（
『
文
物
拙
一
九
七
四
－
九
）
、
　
『
漢
唐
壁
画
』
参
照
。

漢代の家族とその労働（上田）

三
　
籍
田
親
蚕
の
儀
礼

　
籍
里
親
蚕
の
儀
礼
に
お
い
て
皇
帝
と
皇
后
と
が
一
対
の
賞
品
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
儀
礼
は
、
男
鹿
女
績
の
社
会
通
念
に
の
っ
と
り
、

天
下
に
夫
婦
男
女
に
お
け
る
労
働
の
在
り
方
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
葉
隠
の
治
世
に
こ
の
儀
礼
が
整
備
さ
れ
、
以
後
後
世
ま
で
引
き

継
が
れ
た
。
こ
の
儀
式
を
提
案
し
た
の
は
、
実
記
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
即
位
し
て
ま
も
な
い
文
帝
に
対
し
て
農
業
こ
そ
国
家
の
根

本
と
す
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
た
。
文
帝
は
こ
れ
を
承
け
て
翌
二
年
正
月
に
文
帝
自
ら
籍
田
の
儀
礼
を
執
り
行
な
う
奉
書
を
下
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
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〔
文
帝
二
年
〕
春
正
月
丁
亥
、
如
し
て
鋤
く
、
隠
れ
農
は
鼻
下
の
本
な
り
。
其
れ
畠
田
を
開
き
、
朕
親
ら
耕
を
率
ゐ
、
以
て
宗
廟
の
自
盛
に
給
せ
ん
。
…
…

　
と
（
『
漢
書
』
巻
四
、
文
帝
紀
）

と
あ
る
。
籍
田
は
籍
田
あ
る
い
は
帝
籍
、
東
耕
、
親
心
、
王
籍
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
　
「
籍
」
あ
る
い
は
「
籍
」
の
語
義
に
関
し
て
は
種
々
の

見
解
が
あ
る
。
応
砺
に
よ
る
と
、
　
「
占
者
、
天
子
耕
墨
田
千
畝
、
為
天
下
先
、
籍
者
帝
王
典
籍
之
常
」
と
あ
り
、
籍
を
以
て
帝
王
が
示
す
模
範

と
解
釈
す
る
。
鄭
玄
の
『
首
記
』
注
及
び
建
昭
の
説
は
「
魚
偏
を
「
借
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
天
子
が
ま
ず
耕
具
を
も
っ
て
親
耕
す
る
が
、
そ

の
余
は
心
力
を
借
り
て
経
営
し
、
そ
の
収
穫
を
宗
廟
に
供
え
る
と
解
釈
す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
臣
蓑
の
説
で
は
「
婚
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

天
子
親
ら
が
田
地
を
婚
み
耕
す
と
解
釈
す
る
。
籍
田
の
本
来
の
意
味
は
ど
う
で
あ
れ
、
と
も
か
く
籍
田
の
儀
礼
は
勧
農
政
策
の
一
環
と
し
て
天

子
が
率
先
し
て
田
地
を
親
耕
し
、
天
下
の
男
子
を
し
て
農
耕
に
勤
し
む
よ
う
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
こ
と
は
言
を
撃
た
な
い
。

　
三
田
の
親
耕
が
皇
帝
の
責
務
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
皇
后
は
親
蚕
の
儀
礼
を
受
け
持
つ
。
親
仁
は
親
愛
と
も
呼
ば
れ
る
。
文
帝
の
十
三
年
に

皇
帝
と
皇
盾
と
が
各
々
分
担
す
る
籍
田
と
親
蚕
と
の
儀
式
が
整
備
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き

　
十
三
年
春
二
月
甲
寅
、
賭
し
て
眠
く
、
朕
親
ら
天
下
の
農
耕
を
率
み
て
以
て
棄
盛
に
供
し
、
曲
玉
は
親
ら
隠
し
て
以
て
祭
服
に
奉
ず
。
其
れ
礼
儀
を
具
へ
よ
、

　
と
（
『
漢
書
』
巻
四
、
文
帝
紀
）

と
あ
る
。
景
帝
も
こ
の
儀
礼
の
趣
旨
を
充
分
に
理
解
し
、
籍
田
親
蚕
の
儀
礼
を
継
承
し
た
。
景
帝
後
二
年
の
詔
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

　
難
文
刻
鎮
は
農
事
を
鰯
ふ
者
な
り
。
錦
繍
纂
組
は
女
紅
を
害
ふ
者
な
り
。
農
事
傷
ふ
は
則
ち
餓
の
本
な
り
。
女
紅
害
ふ
は
則
ち
寒
の
原
な
り
。
去
れ
飢
と
寒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
と
並
び
に
至
り
て
能
く
非
を
為
す
亡
き
者
は
毒
し
夷
。
定
宿
ら
耕
し
、
期
限
ら
介
し
、
以
て
宗
廟
の
楽
盛
祭
服
に
奉
ず
。
芙
下
の
先
為
り
。
（
中
略
）
　
天
下

　
の
農
蚕
に
務
め
、
素
よ
り
蓄
積
あ
り
、
以
て
災
害
に
備
へ
ん
と
欲
す
（
『
漢
書
』
巻
五
、
景
帝
紀
）

と
あ
り
、
皇
帝
と
皇
后
と
が
天
下
に
率
先
し
て
親
仁
親
桑
を
お
こ
な
い
、
天
下
の
男
女
に
農
桑
に
務
む
べ
き
こ
と
を
教
導
す
る
と
し
て
い
る
。

　
次
に
藷
田
及
び
親
桑
の
儀
礼
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
籍
田
の
儀
礼
を
取
り
上
げ
る
。
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漢代の家族とその労働（上田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
藷
田
の
儀
礼

　
農
場
の
儀
礼
は
、
正
月
・
二
月
二
ご
月
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
三
春
は
万
物
が
再
生
す
る
季
節
で
あ
り
、
畦
切
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
②

田
鋤
き
、
田
な
ら
し
、
江
つ
く
り
な
ど
農
事
に
取
り
掛
か
る
時
期
で
あ
る
。
　
『
礼
記
』
月
令
、
　
『
呂
氏
春
秋
』
に
お
い
て
も
苗
田
の
儀
礼
を
孟

春
（
正
月
）
の
行
事
に
あ
て
て
い
る
の
は
う
な
づ
け
る
。
ま
た
、
こ
の
儀
礼
が
執
り
行
な
わ
れ
る
場
所
は
、
前
漢
時
代
に
あ
っ
て
は
、
斉
国
の
鈍

定
（
現
在
の
山
東
省
寿
光
県
、
武
帝
征
和
四
年
三
月
目
、
未
央
宮
鉤
盾
署
の
弄
田
（
昭
帝
始
元
元
年
二
月
）
、
上
林
苑
（
昭
帝
始
元
六
年
正
月
）
な
ど
、
後
漢
時

代
に
あ
っ
て
は
、
下
郵
（
現
在
の
江
蘇
省
那
県
、
明
証
永
平
十
五
年
二
月
目
、
懐
（
章
帝
元
和
三
年
正
月
）
な
ど
が
選
ば
れ
、
式
場
は
か
な
ら
ず
し
も
一
定

し
て
い
な
か
っ
た
。
帝
都
の
長
安
あ
る
い
は
洛
陽
に
お
い
て
の
み
執
行
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
山
東
地
方
に
行
幸
し
て
い
る
こ
と
が

注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
が
五
行
思
想
に
も
と
つ
く
処
置
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
五
行
思
想
に
あ
っ
て
は
、
人
々
が
農
耕
に
取
り
掛
か

る
三
春
を
葉
方
に
配
麗
し
て
い
る
。
従
っ
て
籍
田
の
行
事
も
首
都
の
東
方
に
あ
た
る
地
域
が
適
宜
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
は
東
耕
と
呼
ば
れ
た
り
、
あ
る
い
は
天
子
が
青
づ
く
め
の
い
で
た
ち
で
執
行
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
以
下
に
こ
の
儀
礼
の
次
第
を
述
べ
た
い
。
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
に
、

　
春
始
に
籍
田
に
東
耕
す
。
宮
は
先
農
を
祠
る
。
墨
黒
と
は
即
ち
神
農
炎
帝
な
り
。
祠
る
に
一
太
牢
を
以
て
す
。

と
あ
り
、
ま
ず
儀
礼
に
先
立
っ
て
先
農
を
祠
る
。
事
書
と
い
う
の
は
、
木
を
削
っ
て
来
紹
を
製
作
し
、
人
民
に
耕
作
の
法
を
教
え
た
と
さ
れ
る

神
農
炎
帝
で
あ
る
。
先
農
の
祭
祠
に
は
犠
牲
に
一
太
牢
を
も
ち
い
る
。
つ
づ
い
て
、

　
百
官
柔
な
従
ふ
。
皇
帝
親
ら
来
絹
を
執
り
て
耕
す
。
天
子
は
三
た
び
堆
こ
す
。
三
公
は
五
た
び
、
孤
卿
は
十
た
び
、
大
夫
は
十
二
た
び
、
士
と
庶
人
と
は
畝

　
　
　
⑤

　
を
終
ふ
。

と
あ
り
、
儀
礼
の
主
役
を
つ
と
め
る
天
子
は
籍
田
に
進
み
、
皇
帝
親
ら
采
紹
（
す
き
）
を
手
に
執
り
、
鋤
き
起
こ
す
所
作
を
お
こ
な
う
。
天
子
が

最
初
に
三
饗
す
る
。
　
「
堆
」
は
『
礼
記
』
月
華
の
鄭
評
注
で
は
「
伐
也
」
と
し
て
い
る
。
三
曹
と
は
三
回
に
わ
た
っ
て
田
土
を
鋤
き
起
こ
す
こ

と
で
あ
る
。
つ
い
で
、
三
公
が
五
回
、
孤
卿
が
十
圓
、
大
夫
が
十
二
回
ず
つ
鋤
き
起
こ
し
を
お
こ
な
う
。
最
後
に
多
数
の
士
と
庶
人
と
が
手
に
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手
に
束
紹
を
持
ち
、
籍
田
千
畝
の
鋤
き
起
こ
し
を
す
べ
て
終
了
す
る
と
あ
る
。
儀
礼
の
あ
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
大
い
に
三
輔
二
百
里
の
孝
悌
・
力
田
二
二
老
に
布
梧
百
穀
万
斜
を
賜
ふ
。

と
あ
り
、
三
輔
工
百
里
以
内
に
居
住
す
る
孝
悌
・
力
田
・
三
老
を
対
象
に
布
畠
及
び
種
々
の
穀
物
が
賜
与
さ
れ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

籍
田
の
儀
礼
が
と
く
に
帝
都
及
び
帝
都
周
辺
に
お
い
て
執
り
行
な
わ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
賜
与
が
慣
例
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
後

漢
の
明
帝
永
平
十
三
年
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
藷
田
の
儀
礼
の
際
に
は
、
儀
礼
の
あ
と
「
参
観
者
に
食
を
賜
っ
た
偏
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
籍
田
か
ら
の
収
穫
は
、
大
司
農
が
管
轄
す
る
籍
田
倉
に
貯
蔵
さ
れ
、
天
地
宗
廟
群
神
の
祭
綱
に
楽
盛
と
し
て
供
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
以
上
、
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
の
記
事
に
従
っ
て
番
田
の
儀
礼
の
式
次
を
述
べ
た
。

　
坤
輿
『
漢
官
爵
』
は
、
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
と
や
や
異
な
る
。
後
漢
時
代
に
至
っ
て
多
少
の
変
更
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
応
勧
『
漢
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

儀
』
に
も
と
づ
い
て
儀
礼
の
次
第
を
述
べ
る
。
　
『
太
平
御
覧
』
巻
五
百
三
十
七
所
引
応
勘
『
漢
意
儀
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
天
子
東
耕
の
日
、
　
〔
親
ら
〕
三
公
九
卿
を
率
ゐ
、
青
農
を
戴
き
、
青
衣
を
冠
し
、
青
豆
を
載
せ
、
蒼
龍
に
駕
る
。
〔
公
卿
以
下
、
車
駕
常
法
の
如
し
〕
。
往
き

　
て
楽
堂
を
出
づ
。
天
子
　
壇
に
詣
る
。
　
〔
上
空
際
　
な
し
〕
。
公
卿
耕
し
詑
は
り
、
齎
二
種
を
下
す
。
天
子
壇
に
耕
し
、
来
を
挙
ぐ
る
こ
と
三
た
び
の
み
。

と
あ
る
。
儀
礼
を
つ
か
さ
ど
る
天
子
は
三
公
九
卿
を
引
き
連
れ
、
青
一
色
の
出
で
立
ち
で
式
場
に
向
う
。
す
な
わ
ち
青
い
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
青

衣
を
身
に
つ
け
、
青
い
旗
を
立
て
、
青
龍
に
乗
る
。
こ
の
よ
う
な
青
づ
く
め
の
装
束
は
、
五
行
思
想
に
も
と
つ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

五
行
思
想
に
あ
っ
て
は
五
色
の
う
ち
青
を
春
に
あ
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
卿
以
下
は
普
段
乗
用
す
る
車
駕
を
使
用
し
、
こ
の
儀

礼
の
た
め
に
と
く
に
車
駕
を
改
め
る
こ
と
は
な
い
。
さ
て
、
天
子
は
種
堂
に
進
み
、
つ
い
で
さ
が
る
。
次
に
天
子
は
設
え
た
壇
の
上
に
升
る
。

公
卿
が
耕
し
、
終
え
る
と
こ
ん
ど
は
夕
影
が
種
を
播
く
。
次
に
天
子
が
壇
に
お
い
て
耕
す
所
作
を
お
こ
な
う
。
采
を
手
に
執
り
、
三
回
持
ち
上

げ
る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
『
漢
官
選
』
で
は
、
商
失
が
下
種
す
る
と
あ
る
が
、
　
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
で
は
力
田
が
こ
れ
を
つ
か
さ
ど
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
正
月
の
溜
息
。
昼
漏
上
水
に
初
め
て
〔
亨
〕
納
す
。
執
事
は
先
製
を
嗣
ら
ん
こ
と
を
告
ぐ
。
已
に
志
す
。
耕
田
、
有
司
は
請
ひ
て
事
を
行
な
ふ
。
耕
位
に
就
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き
、
天
子
、
三
公
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

九
卿
、
諸
侯
、
百
官
は
次
を
以
て
耕
す
。
力
田
は
種
ま
き
各
≧
弔
し
詑
は
り
、
有
司
は
事
の
畢
は
る
を
告
ぐ
。

漢代の家族とその労働（上田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欄
【
）
親
蚕
の
儀
礼

　
皇
帝
が
籍
田
の
儀
礼
を
執
り
行
な
う
の
に
対
し
て
、
皇
后
は
親
蚕
を
受
け
持
つ
。
親
蚕
は
親
桑
と
も
呼
ば
れ
る
。
斎
蔵
の
儀
礼
と
は
、
皇
后

が
三
春
に
親
ら
採
桑
及
び
養
蚕
の
模
擬
行
為
を
お
こ
な
っ
て
、
内
人
及
び
公
卿
諸
侯
の
妻
妾
に
示
す
儀
礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
が
執
行
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

時
期
は
、
　
『
周
礼
』
と
『
呂
氏
春
秋
』
は
仲
春
（
二
月
）
、
　
『
筆
記
』
月
令
は
季
春
（
三
月
目
と
す
る
。

　
こ
の
儀
礼
の
次
第
は
、
衛
宏
『
漢
論
詰
』
、
丁
孚
『
漢
儀
』
及
び
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
各
々
の
間
に
多
少
異

同
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
墨
磨
『
漢
写
譜
』
の
記
事
が
も
っ
と
も
詳
し
く
、
か
つ
具
体
的
で
あ
る
。
こ
の
衛
宏
『
漢
詩
儀
』
を
中
心
に
し

て
儀
礼
の
次
第
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
儀
礼
が
執
り
行
な
わ
れ
る
の
は
、
仲
春
よ
り
季
春
に
至
る
時
期
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
蚕
の
飼
料

と
な
る
桑
の
葉
の
生
育
に
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
皇
后
は
宮
中
を
出
て
式
場
が
設
営
さ
れ
て
い
る
書
中
に
赴
く
。
皇
后
は

青
づ
く
め
の
衣
装
を
身
に
ま
と
い
、
内
人
及
び
公
卿
諸
侯
の
妻
妾
を
随
行
さ
せ
る
。
　
『
続
漢
書
』
輿
古
志
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ち
ど

　
皇
盾
の
帝
廟
の
服
は
、
上
を
紺
に
し
下
を
阜
に
す
。
蚕
に
は
上
を
青
に
し
下
を
繰
に
す
。
皆
な
韓
衣
の
制
、
領
袖
を
隠
し
縁
る
に
綜
を
以
て
す
。

と
あ
り
、
皇
后
は
上
は
青
、
下
は
繧
（
は
な
だ
色
）
の
ひ
と
え
を
着
る
と
し
、
ま
た
公
卿
諸
侯
の
夫
人
に
つ
い
て
は
「
蚕
を
助
け
る
者
は
、
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
繧
絹
に
す
」
と
あ
り
、
上
下
と
も
皆
色
の
ひ
と
え
を
用
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
皇
后
は
、
皇
帝
に
よ
る
親
耕
と
同
様
に
五
行
思
想
に
も

と
づ
き
東
方
を
象
徴
す
る
青
づ
く
め
の
装
束
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
式
場
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
東
方
と
は
限
ら
な
い
。
　
『
白
虎
通
』

耕
桑
に
、

　
祭
儀
に
曰
く
、
天
子
は
三
た
び
堆
こ
し
、
三
公
は
五
た
び
堆
こ
し
、
卿
、
大
夫
、
士
は
七
た
び
堆
こ
し
、
東
郊
に
耕
す
、
と
。
何
ぞ
や
。
東
方
は
少
陽
、
農

　
事
始
め
て
起
こ
る
。
西
郊
に
桑
す
る
は
、
西
方
は
少
陰
、
女
功
の
成
る
所
な
り
。
故
に
〔
『
礼
記
』
〕
量
子
問
に
曰
く
、
天
子
は
東
田
に
耕
し
、
三
た
び
こ
れ
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ひ
き

　
を
反
す
、
と
。
　
『
周
官
』
に
曰
く
、
盾
の
親
桑
は
、
外
内
の
婦
を
率
ゐ
、
北
郊
に
正
す
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
あ
り
、
輪
講
の
策
方
に
対
し
て
親
桑
の
場
所
を
西
方
に
設
定
す
る
解
釈
が
あ
り
、
ま
た
『
周
礼
』
天
官
、
内
宰
で
は
、
婦
人
が
純
陰
な
る
を

以
て
北
郊
と
し
て
い
る
。

　
丁
孚
『
漢
儀
』
に
は
式
場
に
赴
く
箪
馬
行
列
の
有
様
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
皇
后
は
羽
蓋
を
青
く
し
た
鷺
略
に
乗
り
、
駆
馬
に

引
か
せ
、
三
揃
を
田
本
も
吹
き
流
す
と
あ
る
。
大
将
軍
の
妻
が
陪
乗
し
、
太
線
の
妻
が
御
者
の
役
を
勤
め
る
の
を
は
じ
め
、
公
卿
、
五
営
校
尉
、

司
隷
校
尉
及
び
河
南
サ
の
妻
は
、
い
ず
れ
も
各
々
官
車
に
乗
り
、
夫
の
官
選
を
帯
び
、
そ
の
官
属
を
従
え
て
、
皇
后
に
随
行
す
る
。
洛
陽
令
が

引
導
し
、
虎
責
騎
や
羽
林
騎
な
ど
幾
多
の
兵
士
に
護
衛
さ
れ
た
行
列
は
厳
か
に
進
む
。

　
さ
て
、
皇
后
以
下
公
卿
諸
侯
の
夫
人
が
式
場
に
到
着
す
る
と
、
皇
后
は
苑
中
に
お
い
て
手
ず
か
ら
桑
の
葉
を
摘
む
。
丁
孚
『
漢
儀
』
で
は
親

仁
の
場
所
を
西
宮
と
し
て
い
る
。
皇
后
に
よ
る
採
桑
の
あ
と
「
蚕
室
に
て
蚕
を
千
薄
に
養
ひ
以
て
上
ぶ
」
と
あ
り
、
蚕
室
に
お
い
て
蚕
を
薄
に

養
う
所
作
を
お
こ
な
う
。
薄
と
は
繭
を
結
ば
せ
る
た
め
の
巣
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
千
薄
と
し
て
い
る
の
は
、
天
子
が
執
り
変
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た

う
籍
田
千
畝
に
整
合
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
い
で
、
丁
孚
『
漢
儀
』
に
「
手
ず
か
ら
三
た
び
繭
館
に
愛
す
」
と
あ
り
、
皇
后
が
三
園
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

っ
て
繭
を
水
に
浸
し
手
ず
か
ら
こ
れ
を
振
っ
て
糸
口
を
引
き
出
す
し
ぐ
さ
を
お
こ
な
う
。
三
盆
（
三
滝
）
と
し
て
い
る
の
も
、
天
子
三
推
に
整
舎

さ
せ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
紫
雲
が
採
桑
養
蚕
の
模
擬
行
為
を
演
ず
る
か
た
わ
ら
、
一
方
で
は
中
牢
す
な
わ

ち
羊
と
琢
と
を
犠
牲
に
用
い
て
、
心
神
の
苑
臨
婦
人
と
寓
氏
公
主
と
を
祠
り
、
当
年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
。
こ
の
二
柱
の
女
神
の
謂
わ
れ
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
　
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
で
は
、
た
ん
に
先
蚕
を
馨
る
と
し
、
犠
牲
は
革
質
に
格
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
親
桑
親
蚕
の
儀
礼
が
滞
り
な
く
終
わ
る
と
、
皇
后
を
は
じ
め
公
卿
諸
侯
の
妻
妾
た
ち
は
帰
還
し
、
つ
い
で
妻
妾
た
ち
は
宮
中
の
筆
軸
に
参
り
、

繭
を
献
上
す
る
と
あ
る
。
こ
の
あ
と
皇
后
よ
り
千
灯
親
蚕
の
儀
礼
に
参
列
し
た
妻
妾
に
対
し
て
懸
が
下
賜
さ
れ
る
。
心
尽
親
蚕
の
儀
礼
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
緋
累
は
少
府
が
管
轄
す
る
織
室
に
回
さ
れ
、
こ
こ
で
天
地
宗
廟
群
神
五
時
の
祭
祀
の
折
に
着
用
す
る
祭
服
に
加
工
さ
れ
る
と
い
う
。

　
以
上
が
皇
后
が
執
行
す
る
玉
露
親
蚕
の
儀
礼
で
あ
る
。
皇
后
が
率
先
し
て
模
範
を
垂
れ
、
こ
の
儀
礼
を
通
じ
て
、
採
桑
、
養
蚕
、
紡
績
、
機

14 （342）



漢代の家族とその労働（上田）

織
及
び
裁
縫
な
ど
一
連
の
仕
事
を
以
て
女
性
本
来
の
任
務
で
あ
る
こ
と
を
天
下
の
女
性
に
示
し
、

で
あ
る
。

①
　
是
月
也
。
天
子
乃
以
遅
日
祈
穀
干
上
帝
。
乃
択
元
辰
、
天
子
薫
製
采
紹
、
措
之

　
予
参
保
介
之
御
間
、
帥
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
。
躬
耕
難
読
。
天
子
三
推
、
三
公
五

　
推
、
卿
諸
侯
九
推
。
反
執
爵
子
大
寝
、
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
皆
御
、
門
田
労
漉

　
（
『
礼
記
』
月
令
、
盈
森
【
之
月
の
条
）

②
　
孟
月
也
。
天
子
乃
以
潮
目
祈
穀
子
上
帝
。
乃
択
元
辰
、
天
子
親
秘
隠
謡
、
措
之

　
参
漂
蕩
桜
之
御
間
、
率
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
。
躬
耕
帝
疋
田
。
天
子
三
推
、
三
公

　
五
推
、
卿
諸
侯
大
夫
九
回
。
反
執
事
干
大
藩
、
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
皆
御
、
命
日

　
労
酒
（
『
呂
氏
春
秋
』
巻
一
、
孟
春
紀
）

⑧
　
王
葬
の
場
合
は
、
巡
狩
の
礼
の
う
ち
東
巡
の
際
に
こ
の
耕
作
の
儀
礼
を
執
行
し

　
て
い
る
。
　
『
漢
書
駈
巻
九
九
中
、
王
葬
伝
中
に
、

　
　
機
翼
元
年
正
月
、
赦
天
下
。
〔
王
〕
葬
鼠
、
予
以
二
月
建
寅
之
節
行
巡
狩
之
礼
、

　
　
太
官
欝
棚
乾
肉
、
内
者
行
張
坐
臥
、
所
過
母
得
有
所
給
。
予
之
東
巡
、
必
躬
載

　
　
来
、
蛍
窓
劉
耕
、
以
勧
東
作
。

　
と
す
る
。

④
　
衛
宏
『
漢
旧
註
』
は
、
　
『
後
漢
書
』
巻
一
一
、
明
帝
紀
永
平
四
年
之
条
李
賢
油
、

　
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
劉
昭
補
注
、
　
『
北
堂
書
妙
』
巻
九
一
、
礼
儀
部
十
二
、
羅
田

　
一
　
八
、
　
『
太
平
御
覧
』
巻
五
三
二
、
礼
儀
部
十
一
、
先
農
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い

　
る
。
諸
本
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
る
衛
宏
『
漢
唱
曲
』
は
『
続
漢

　
書
』
礼
儀
志
補
注
所
引
。
な
お
、
逸
文
は
孫
星
術
『
漢
官
穴
種
』
に
輯
め
ら
れ
て

　
い
る
。

⑤
『
後
漢
書
』
明
帝
紀
永
平
四
年
之
条
注
所
引
。

⑥
　
『
続
漢
書
』
礼
儀
憲
補
注
、
『
北
堂
書
置
』
巻
九
一
、
『
太
平
御
覧
騙
巻
五
三

　
一
一
所
引
。

女
性
が
こ
れ
に
専
心
す
る
こ
と
を
求
め
た
の

⑦
　
応
劒
『
漢
土
儀
』
は
、
『
文
選
千
本
七
、
百
重
「
酒
田
賦
」
峯
善
注
、
『
芸
文
類

　
聚
』
巻
三
九
、
礼
部
中
、
籍
圏
、
　
『
北
戦
書
妙
』
巻
九
一
、
礼
儀
都
十
二
、
籍
田

　
二
八
、
『
初
学
記
』
巻
十
四
、
礼
部
下
、
籍
田
一
、
『
太
平
御
覧
』
巻
五
三
七
、
礼

　
儀
部
十
六
、
籍
田
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
逸
文
は
孫
星
術
『
漢
官
六

　
種
』
に
輯
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
掲
げ
る
応
急
『
漢
官
地
』
は
『
太
平
御
覧
』

　
所
帯
を
本
に
し
、
一
都
は
他
本
所
引
で
補
っ
た
。
　
〔
〕
内
は
繍
…
足
の
部
分
。

⑧
　
中
春
、
詔
后
戦
書
内
命
婦
、
始
蚕
子
北
郊
、
以
為
祭
服
。
歳
終
演
会
内
人
之
稚

　
食
、
稽
其
功
事
。
佐
后
而
受
献
功
者
、
比
其
小
大
声
其
睡
良
而
賞
罰
之
（
『
周
礼
駈

　
器
官
賢
宰
、
賢
宰
之
条
）

⑨
　
是
月
也
。
（
中
略
）
后
妃
斎
戒
、
親
東
郷
躬
桑
、
禁
婦
女
無
観
、
省
婦
使
、
勧

　
蚕
事
。
軍
事
既
登
、
分
会
称
蘇
、
効
功
以
共
立
廟
之
服
、
無
有
敢
惰
（
『
呂
氏
春

　
秋
』
巻
三
、
季
春
紀
）

⑩
張
末
元
編
著
『
漢
朝
服
装
図
様
資
料
』
に
皇
后
が
着
用
す
る
蚕
豆
の
考
証
と
図

　
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑪
　
『
周
礼
』
天
籟
家
請
、
内
鼠
に
「
中
春
、
詔
后
帥
外
内
命
婦
、
始
蚕
予
北
郊
、

　
以
為
祭
服
」
と
あ
り
、
墨
蹟
注
は
「
蚕
子
北
郊
、
婦
人
押
型
藁
薦
尊
。
郊
必
有
公

　
桑
蚕
室
焉
」
と
す
る
。

⑫
　
　
『
礼
詑
』
祭
儀
第
二
囲
に
、
　
「
及
良
日
、
夫
人
繰
、
三
盆
手
」
と
あ
り
、
鄭
玄

　
注
は
「
三
盆
手
者
、
三
滝
也
。
凡
繰
、
毎
掩
大
繭
而
手
振
蔓
擬
出
緒
也
」
と
し
、

　
孔
穎
達
疏
は
コ
ニ
盆
手
者
、
猶
三
俺
也
。
手
者
、
毎
滝
以
手
振
出
其
緒
、
故
云
三

　
盆
手
」
と
す
る
。

⑭
『
漢
轡
』
巻
九
八
、
元
后
伝
注
所
引
「
鷺
宮
閣
疏
」
に
は
「
上
林
苑
有
繭
館
、

　
蓋
蚕
繭
之
所
也
」
と
あ
り
、
上
林
苑
中
に
繭
館
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
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四
　
男
耕
女
績
と
税
制
体
系
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男
忍
女
績
は
太
古
以
来
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
女
性
労
働
に
依
存
す
る
布
畠
が
国
家
財
政
に
直
接
寄
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
前
漢
の
武
帝
以
降
で
あ
る
。
武
帝
は
何
奴
な
ど
の
外
征
に
要
す
る
巨
額
の
軍
費
を
塩
賢
酒
酷
の
尊
売
の
ほ
か
、
平
準
均
輸
の
施
行
に
よ
っ
て

捻
出
し
よ
う
と
し
た
。
平
準
や
均
輸
は
い
か
な
る
物
資
を
取
り
扱
い
、
ま
た
そ
れ
を
い
か
な
る
方
法
で
確
保
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
取
り
扱

っ
た
物
資
に
つ
い
て
は
、
　
『
史
記
』
巻
三
十
、
平
準
書
に
、

　
　
一
歳
の
中
、
太
倉
・
甘
泉
の
倉
満
ち
、
辺
に
余
興
・
諸
物
あ
り
。
均
輸
の
吊
五
百
万
匹
。
民
は
賦
を
益
さ
ず
し
て
調
て
饒
か
な
り
。

と
あ
る
ご
と
く
布
融
が
も
っ
と
も
重
要
な
物
資
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
布
畠
の
類
を
い
か
な
る
方
法
で
獲
得
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
原
則

的
に
は
郡
国
に
分
設
さ
れ
た
均
衡
官
が
有
償
で
買
い
上
げ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
均
輸
が
取
り
扱
う
物
資
は
、
斉
や
阿
の
緻
、
巴
や
蜀
の
布
と
い
っ
た
地
方
の
特
産
と
限
ら
れ
て
い
た
が
、
均
輸
平
準
が
施
行
さ
れ

て
か
ら
三
十
四
十
年
を
経
る
と
、

　
こ
の
ご
ろ

　
間
者
、
郡
国
或
い
は
毘
を
し
て
布
架
を
作
ら
し
む
。
吏
は
恣
に
留
難
し
、
こ
れ
と
市
を
為
す
。
吏
の
入
る
と
こ
ろ
、
独
り
斉
・
阿
の
鎌
、
蜀
・
漢
の
布
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
な
ら
ず
、
亦
た
黒
蝿
の
為
る
と
こ
ろ
の
み
。
姦
を
行
ひ
て
平
に
売
る
。
農
民
は
重
ね
て
苦
め
ら
れ
、
女
工
再
た
税
せ
ら
る
。
未
だ
輸
の
均
し
き
を
見
ざ
る
な

　
り
（
『
塩
鉄
論
』
本
議
第
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

と
さ
れ
、
郡
国
が
領
内
の
人
民
に
布
津
を
生
産
さ
せ
、
低
廉
な
価
格
で
買
い
上
げ
を
お
こ
な
う
事
態
を
生
じ
た
。
こ
こ
に
「
女
工
再
た
税
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
税
」
と
は
「
課
税
」
の
意
味
で
は
な
い
が
、
半
ば
強
制
的
に
里
偏
が
低
廉
な
価
格
で
買
い
上
げ
ら
れ
た
の
で
、
民

衆
に
と
っ
て
は
実
質
的
に
は
課
税
と
何
ら
変
ら
な
い
程
で
あ
っ
た
。

　
雲
南
億
か
く
の
ご
と
く
均
輸
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
物
質
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
前
漢
後
漢
を
通
じ
て
常
設
あ
る
い
は
救
憶
の
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際
に
は
大
飯
の
悪
童
が
政
府
か
ら
放
出
さ
れ
た
。
常
賜
と
は
宗
室
、
外
戚
及
び
功
臣
な
ど
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
黄
金
、
甲
第
、
奴
碑
の
ほ

か
に
、
糟
畠
や
衣
服
な
ど
が
下
贈
さ
れ
た
。
意
義
と
は
鰹
寡
、
孤
独
、
流
民
な
ど
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
金
銭
や
米
粟
な
ど
の
ほ
か
に
、
布

畠
及
び
榮
な
ど
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
三
老
、
高
年
、
孝
弟
、
力
田
、
貞
婦
な
ど
に
対
し
て
も
褒
賞
と
し
て
布
吊
が
支
給
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
た
。
こ
の
種
の
布
畠
も
均
輸
と
同
じ
く
民
間
よ
り
買
い
上
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
前
漢
時
代
で
は
、
箕
賦
、
口
賦
、
更
賦
、
賀
算
な
ど
が
主
要
な
国
庫
の
財
源
で
あ
っ
た
が
、
前
漢
末
期
以
降
し
だ
い
に
田
租
の
方
に
比
重
が

移
っ
て
い
っ
た
。
と
は
い
え
、
後
漢
時
代
に
あ
っ
て
も
簑
賦
（
人
頭
税
）
が
税
制
の
基
本
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
天
下
の
男
女
よ
り
算
道
が
微
収

さ
れ
た
。
平
中
苓
次
氏
が
明
ら
か
に
し
た
如
く
、
田
租
は
風
水
害
、
畢
魑
、
纏
牛
疫
、
霜
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
減
免
の
措
置
が
取
ら

　
　
③

れ
た
が
、
算
賦
が
免
除
さ
れ
る
事
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。

　
漢
代
の
税
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
お
お
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
衛
宏
『
漢
旧
儀
』
の
記
事
を
よ
り
ど
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

う
と
し
て
い
る
。
最
近
江
戸
の
前
漢
墓
（
景
帝
四
年
後
九
月
）
か
ら
賦
税
や
儲
役
な
ど
に
関
す
る
簡
腰
が
出
土
し
た
。
こ
の
簡
腰
を
検
討
し
て
み

る
と
、
　
『
漢
旧
儀
』
の
内
容
と
は
か
な
り
様
相
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
賦
税
や
言
意
な
ど
の
負
担
を
大
別
す
る
と
、
　
（
一
）
箪

銭
、
　
（
二
）
鋼
稿
、
　
（
三
）
樒
役
、
　
（
四
）
田
租
の
四
種
と
な
る
。
ま
ず
、
（
一
）
算
銭
に
つ
い
て
言
え
ば
、
　
（
イ
）
磁
器
（
俸
）
、
（
ロ
）
伝
送
、

（
ハ
）
給
転
質
、
　
（
二
）
口
銭
、
　
（
ホ
〉
虎
（
P
）
則
、
　
（
へ
）
繕
兵
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
（
イ
）
吏
奉
は
、
官
吏
の
俸
給
に
当
て
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
き
わ
め
て
高
額
で
あ
り
、
一
算
当
り
（
成
年
男
女
一
人
に
付
き
）
、
月
毎
に
二
十
六
銭
か
ら
三
十
六
銭
、
平
均
三
十
銭
、
一
年
で
は
三
百

六
十
銭
が
微
収
さ
れ
て
い
る
。
　
（
ロ
）
伝
送
と
（
ハ
）
給
転
費
は
、
中
央
政
府
や
郡
県
の
官
衙
な
ど
へ
の
運
送
に
要
す
る
経
費
と
し
て
微
収
さ

れ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
　
（
二
）
口
銭
の
用
途
は
不
詳
で
あ
る
。
月
毎
に
成
年
男
女
一
入
に
付
き
九
銭
か
ら
十
銭
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

永
田
英
正
氏
は
、
こ
の
口
銭
が
『
漢
旧
儀
』
の
い
わ
ゆ
る
算
賦
に
該
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
一
月
平
均
十
銭
と
し
て
一
年
百
二
十

銭
（
旧
来
の
一
算
）
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
『
漢
旧
儀
』
の
言
う
口
銭
（
未
成
年
の
男
女
に
対
す
る
人
頭
税
）
と
は
別
種
の
課
税
と
推
測
さ
れ
る
。
（
ホ
）

虎
（
？
）
如
の
使
途
は
不
詳
で
あ
る
。
　
（
へ
）
繕
兵
は
、
兵
器
の
修
繕
に
要
す
る
費
用
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
箕
銭
で
あ
ろ
う
。
以
上
が
算
銭
の
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概
略
で
あ
る
が
、
そ
の
負
担
は
過
重
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
上
陽
里
に
あ
っ
て
は
成
年
男
女
一
人
当
り
、
二
月
は
五
十
三
銭
、
三

月
は
四
十
三
銭
、
四
月
は
五
十
二
銭
、
五
月
は
珊
十
三
銭
と
あ
り
、
一
ヵ
月
当
り
ほ
ぼ
五
十
銭
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
年
間
で
は
成
年
男
女
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
当
り
六
百
銭
と
な
り
、
＝
戸
当
り
の
成
年
男
女
の
数
を
二
・
五
人
と
す
れ
ば
、
一
戸
当
り
の
箕
銭
の
負
担
額
は
千
五
要
急
、
三
人
と
す
れ
ば

千
八
百
銭
に
も
及
ぶ
。
か
く
の
ご
と
き
多
額
の
算
銭
を
当
時
の
五
口
百
畝
の
標
準
世
帯
が
百
五
十
石
の
年
収
か
ら
は
た
し
て
捻
出
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
あ
ら
た
め
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
戸
内
の
女
性
に
よ
る
布
吊
の
商
物
生
産
を
無
視
し

て
は
な
ら
な
い
。
布
吊
か
ら
の
収
入
は
家
計
の
維
持
に
す
く
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
ま
た
、
永
田
英
正
氏
が
指
摘
す

る
如
く
こ
こ
の
口
銭
が
い
わ
ゆ
る
算
賦
（
人
頭
税
）
に
該
当
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
漢
書
に
あ
っ
て
は
算
賦
な
ど
中
央
政
府
に
上
納
す
る
掛
銭
以

外
に
、
各
々
の
地
方
官
衙
に
あ
っ
て
は
種
々
の
名
目
で
公
銭
を
微
収
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
地
方
の
官
寺
が
徴
収
す
る
算
置
を

含
め
た
租
税
体
系
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
江
陵
よ
り
発
見
さ
れ
た
簡
臓
の
記
載
に
よ
る
と
、
　
（
一
）
算
銭
以
外
に
、
　
（
二
）
凋
稿
、
　
（
三
）
揺
役
及
び
（
四
）
田
租
の
負
担
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ

（
；
傷
稿
と
は
ま
ぐ
さ
や
わ
ら
の
類
で
あ
り
、
こ
れ
は
箪
馬
の
飼
料
と
し
て
供
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
（
三
）
手
役
と
し
て
は
鑓
（
皇
P
）

　
　
⑦

が
あ
り
、
十
算
（
成
年
男
女
十
人
目
ご
と
に
一
男
一
女
が
調
発
さ
れ
て
い
る
が
、
日
数
や
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に

二
戸
を
単
位
と
す
る
行
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
　
（
四
）
賑
租
の
存
在
に
関
し
て
は
、
「
鄭
里
蚕
簿
」
（
A
類
竹
簡
）

が
手
掛
り
と
な
る
。
鄭
里
の
官
塵
…
よ
り
里
民
に
対
し
て
種
籾
の
貸
与
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
竹
簡
は
そ
の
貸
与
の
数
量
を
記
録
し
た
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

簿
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
す
で
に
山
田
勝
芳
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
田
土
一
網
に
付
き
一
斗
の
貸
与
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

官
倉
か
ら
種
子
の
貸
与
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
田
租
が
徴
収
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
税
率
な
ど

に
つ
い
て
は
記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
ま
た
こ
の
「
鄭
塗
樽
簿
」
に
あ
っ
て
は
、
成
年
は
男
女
の
性
別
を
問
わ
ず
い
ず
れ
も
「
能
田
」
一
陣
土

を
耕
作
す
る
こ
と
が
可
能
な
者
i
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
　
一
蓋
里
数
簿
」
に
お
け
る
能
田
の
総
数
六
十
九
と
鄭
里
の
定
算

七
十
二
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
定
箕
と
は
、
腰
銭
徴
収
の
対
象
と
な
る
者
の
確
定
し
た
総
数
の
意
味
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
現
在
居
住
し
て
い
る
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成
年
男
女
の
実
数
の
こ
と
で
あ
る
。
能
田
総
数
と
定
箕
と
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
成
年
の
女
性
も
能
田
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
証

左
で
あ
る
。
当
時
に
あ
っ
て
は
、
皇
帝
と
皇
后
に
よ
る
誉
田
親
蚕
の
儀
礼
が
開
始
さ
れ
て
日
も
浅
く
、
夫
耕
婦
績
の
理
念
が
い
ま
な
お
制
度
化

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
な
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
漢
意
に
あ
っ
て
は
算
銭
を
通
事
を
以
て
代
納
す
る
こ
と
は
公
認
さ
れ
て
い
た
が
、
女
性
労
働
に
依
拠
す
る
布
吊
の
類
が
正
規
の
課
税
と
し
て

徴
収
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
被
疑
を
以
て
租
税
に
代
え
た
と
す
る
事
例
は
現
在
の
と
こ
ろ
兇
当
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
後
二
子
帝
の
治
世
に
布

畠
を
租
と
し
て
徴
収
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
あ
っ
た
。
　
『
後
漢
書
』
列
伝
第
三
十
三
、
虚
心
伝
に

　
是
の
時
、
穀
貴
く
し
て
、
県
官
の
経
用
は
足
ら
ず
、
朝
廷
こ
れ
を
憂
ふ
。
尚
書
識
量
上
雷
す
ら
く
、
穀
の
貴
き
所
以
は
、
銭
の
賎
し
き
に
由
る
故
な
り
。
尽

　
　
　
　
　
　
　
も
つ
ば

　
く
銭
を
封
じ
、
一
ら
布
畠
を
取
り
て
租
と
為
し
、
以
て
天
下
の
用
を
通
ず
べ
し
。
　
（
後
略
）
と
。
是
に
お
い
て
諸
の
尚
書
に
詔
し
通
議
せ
し
む
。
　
〔
朱
〕
暉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
は
〔
張
〕
林
の
雷
に
拠
り
て
施
行
す
べ
か
ら
ず
を
奏
す
。
事
は
遂
に
寝
む
。

と
あ
る
。
穀
物
は
豊
凶
に
よ
り
価
格
の
変
動
が
い
ち
じ
る
し
い
の
に
対
し
て
、
蚕
砂
の
価
格
は
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
銅
銭
の
代
わ
り
価
値

の
尺
度
と
し
て
し
だ
い
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
布
櫓
は
正
規
の
課
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
政
府
は
種
々
の
名
目
で
雨
期
を
大
量
に
調
達
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
　
『
後

漢
紀
』
巻
二
十
、
質
帝
本
初
元
年
九
月
の
条
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ず

　
今
、
窪
官
板
に
用
ら
れ
、
水
差
害
を
為
す
。
而
し
て
京
師
の
費
、
前
に
十
倍
す
。
河
内
一
郡
、
嘗
て
面
素
綺
穀
を
嘉
す
る
こ
と
、
纏
か
に
八
万
余
毒
。
今
は

　
　
乃
ち
十
五
万
匹
。
官
に
見
銭
な
く
、
皆
な
民
よ
り
鎖
づ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
あ
る
。
当
時
の
河
内
郡
の
戸
口
は
、
　
「
戸
十
五
万
九
千
七
否
七
十
、
口
八
十
万
一
千
五
百
五
十
八
」
（
順
帝
永
和
五
年
）
と
あ
る
か
ら
、
　
八
万

匹
の
場
合
は
一
戸
あ
た
り
半
匹
、
現
今
の
十
五
万
匹
で
も
一
戸
あ
た
り
ほ
ぼ
一
匹
と
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
調
布
」
が
、
河
内
一
郡
全
域
に

対
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
郡
内
の
特
定
の
産
地
に
限
定
し
て
い
る
の
か
、
有
償
で
買
上
げ
て
い
る
の
か
、
無
償
で
取
り
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
の
か
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
不
開
で
あ
る
。
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布
畠
の
類
が
正
規
の
課
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
の
は
魏
晋
以
降
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
男
性
労
働
に
も
と
つ
く
米
粟
と
並
ん
で
、
女
性
労
働
に

よ
る
布
吊
が
税
制
の
基
本
ピ
な
り
、
つ
い
に
算
銭
の
徴
収
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
時
の
経
済
状
況
す
な
わ
ち
貨

幣
経
済
の
破
綻
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
後
漢
時
代
は
し
だ
い
に
銅
銭
の
流
通
が
鈍
化
し
、
自
然
経
済
が
復
活
し
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
前

漢
以
来
の
農
本
抑
商
政
策
に
よ
り
自
給
自
足
の
荘
園
経
済
に
移
行
し
、
銅
銭
は
退
蔵
さ
れ
て
市
場
に
出
回
ら
な
く
な
る
。
加
う
る
に
、
董
卓
が

小
銭
を
乱
造
し
た
結
果
、
貨
幣
の
価
値
を
下
落
さ
せ
、
米
穀
の
騰
貴
を
招
い
た
。
魏
武
の
時
、
聖
者
の
小
銭
を
廃
止
し
て
再
び
五
都
響
を
流
通

さ
せ
た
が
、
貨
幣
の
絶
対
不
足
は
如
何
と
も
し
が
た
く
米
穀
の
価
格
が
下
落
す
る
。
こ
の
た
め
魏
窪
溜
は
こ
の
五
訴
訟
を
も
廃
止
し
、
つ
い
に

穀
畠
が
貨
幣
の
代
用
を
す
る
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
　
『
押
書
』
巻
二
十
六
、
食
貨
志
に
、

　
献
帝
の
初
平
中
に
及
び
、
書
卓
は
乃
ち
細
め
て
小
銭
を
鋳
る
。
是
に
由
り
貨
は
軽
く
し
て
物
は
貴
く
、
古
町
糾
は
銭
数
百
万
に
至
る
。
魏
武
の
相
と
為
る
に

　
法
り
、
是
に
お
い
て
之
を
罷
め
、
還
た
五
鉄
を
用
ふ
。
是
の
時
、
銭
を
鋳
ら
ざ
る
こ
と
既
に
久
し
く
、
貨
は
本
よ
り
多
か
ら
ず
、
射
た
更
に
増
益
す
る
な

　
く
、
故
に
穀
の
賎
し
き
こ
と
已
む
な
し
。
黄
初
二
年
に
及
び
、
魏
の
文
芸
は
五
鉄
銭
を
罷
め
、
百
姓
を
し
て
穀
と
畠
と
を
以
て
市
を
為
さ
し
む
。

と
記
し
て
い
る
。
魏
晋
以
降
の
税
制
は
か
か
る
経
済
情
況
の
も
と
に
一
夫
哲
婦
績
偏
の
社
会
通
念
を
ふ
ま
え
て
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
魏
で

は
曹
操
の
創
業
時
代
（
建
安
平
年
九
月
）
の
こ
と
と
し
て
、
　
「
其
収
田
租
畝
四
升
、
戸
出
絹
二
匹
綿
二
二
而
已
。
設
置
得
檀
輿
発
」
（
『
魏
志
』
巻

一
、
武
帝
紀
注
）
と
あ
る
。
こ
の
公
令
に
よ
る
と
、
田
租
と
し
て
一
畝
ご
と
に
四
升
、
及
び
戸
毎
に
絹
二
匹
と
綿
工
事
を
徴
収
し
た
旨
記
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
こ
の
政
策
は
、
黒
氏
の
苛
税
に
代
っ
て
曹
操
が
人
民
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
税
額
は
意
識
的

に
低
く
し
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
晋
の
堅
調
演
式
に
あ
っ
て
は
、
丁
男
に
対
し
て
七
十
畝
の
耕
地
、
若
女
に
対
し
て
三
十
畝
の

桑
地
、
つ
ま
り
匹
夫
匹
婦
当
り
百
畝
の
土
地
が
支
給
さ
れ
る
。
冠
絶
（
二
、
ジ
）
は
、
耕
作
に
よ
り
租
と
し
て
義
米
三
餅
を
負
担
し
、
丁
女
（
婦
）
は
養

蚕
に
よ
り
調
と
し
て
絹
三
匹
と
綿
三
斤
と
を
負
担
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
戸
百
畝
は
、
夫
－
男
－
耕
作
…
七
十
畝
一
租
…
肉
親
三
斜
と
、
こ
れ

に
対
極
す
る
婦
i
女
－
紡
績
－
三
十
畝
－
調
一
絹
三
匹
綿
三
斤
と
い
う
構
造
が
示
さ
れ
る
。

　
か
く
の
ご
と
く
、
魏
晋
以
降
の
税
制
は
「
男
晶
晶
績
」
の
社
会
通
念
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
。
夫
婦
な
い
し
男
女
の
各
々
の
労
働
に
よ
っ
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漢代の家族とその労働（上田）

て
完
結
す
る
魏
晋
以
降
の
税
制
は
画
期
的
と
言
え
る
。
漢
代
に
あ
っ
て
は
男
女
の
区
別
な
く
～
律
に
箕
賦
が
徴
収
さ
れ
た
が
、
魏
晋
以
後
課
税

の
単
位
は
戸
肱
と
な
っ
た
。
銭
納
の
人
頭
税
か
ら
物
納
の
戸
当
課
税
へ
の
移
行
は
、
単
な
る
税
舗
上
の
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
支
配
体
制
そ
の

も
の
の
変
質
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
蒔
代
の
経
過
と
と
も
に
給
田
及
び
課
税
が
戸
主
に
一
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ

れ
を
家
父
長
権
の
伸
張
と
兇
な
す
か
否
か
は
、
今
後
の
課
題
と
言
え
る
。

①
　
こ
こ
の
「
税
」
は
、
　
「
わ
り
あ
て
る
（
割
り
当
て
る
）
」
「
わ
り
ふ
る
（
割
り
振

　
る
）
」
の
説
揉
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

②
　
山
田
勝
芳
「
後
漢
の
大
司
農
と
少
府
」
　
（
『
史
流
』
十
八
）
参
照
。

③
　
平
中
三
次
「
漢
代
の
田
租
と
災
害
に
よ
る
其
の
減
免
」
（
『
中
国
古
代
の
田
舗
と

税
法
』
所
収
）

④
　
長
江
流
域
第
二
期
文
物
考
古
工
作
人
興
訓
練
班
「
湖
北
江
陵
鳳
鳳
山
西
漢
墓
発

　
堀
簡
報
」
　
（
『
文
物
賑
㎝
九
七
四
一
六
〉
、
黄
盛
雌
「
江
陵
鳳
騒
山
漢
墓
下
横
及
其

　
轟
仕
歴
史
地
理
研
…
究
上
的
価
値
」
　
（
『
文
物
』
　
一
九
七
四
…
六
）
、
弘
一
　
「
江
陵
囲
鳳
鳳

　
山
十
占
万
漢
墓
簡
繍
腿
初
探
」
　
（
『
文
物
』
　
　
九
七
四
一
六
）
、
袋
錫
圭
「
湘
…
北
汀
一
陵
漁

　
亀
山
十
号
漢
墓
出
土
簡
腰
考
釈
」
（
『
文
物
』
一
九
七
四
－
七
）
参
照
。
邦
文
の
紹

　
介
と
し
て
は
、
永
田
英
正
「
江
陵
鳳
鳳
山
十
号
漢
墓
出
土
の
簡
績
一
と
く
に
算
銭

　
を
中
心
と
し
て
一
」
　
（
『
鷹
陵
史
学
』
三
・
四
号
）
、
好
並
隆
司
「
湖
北
江
陵
鳳
鳳

　
山
西
漢
墓
繊
土
の
十
号
墓
竹
木
簡
稗
に
つ
い
て
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
三
六
）

⑤
　
永
田
前
掲
論
文
。

⑥
　
　
「
郷
里
稟
（
隈
）
簿
」
に
は
、
戸
数
、
口
数
及
び
能
田
（
す
な
わ
ち
成
年
男
女

　
数
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
照
す
る
と
、
　
一
戸
当
り
の
口
数
は
西
・
五

　
八
人
、
成
年
男
女
数
は
二
・
七
六
人
と
算
出
で
き
る
。

⑦
　
「
建
」
に
つ
い
て
は
、
弘
一
氏
は
予
選
あ
る
い
は
筏
発
の
意
味
と
す
る
。
嚢
錫

　
圭
氏
は
「
徒
」
と
し
て
い
る
。
前
掲
論
文
参
照
。

⑧
山
田
勝
芳
「
上
代
の
算
と
役
」
（
『
東
北
大
学
教
養
部
紀
要
』
二
八
）

⑨
『
続
漢
書
』
郡
予
土
。

⑩
　
こ
こ
に
言
う
「
調
」
と
は
、
　
「
調
達
」
あ
る
い
は
「
調
度
」
の
義
で
あ
っ
て
、

　
必
ず
し
も
税
と
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　
　
　
　
　
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授
　
京
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Family　Labor　in　the　Han　Period漢代

by

Sanae　Ueda

　　The　idea　of‘fuk蝕g－fuchi’夫耕婦績．　was　a　very　old　oAe　and　did　not

belong　exclusively　to　the　CoBfucian　i　school．　But　in　・the　Han　period，

with　the　rise　of　CoBfucian　school，　that　ideology　penetrated　every　sec－

tion　of　society．　And　the　ceremony　of‘chieh　t‘ien．ch‘ing　sallg’籍隔

親桑，wh圭ch　made　it．a11．establish奄d．．manner，．＝was．1nitiated　in　the　reigll

of　EmPeror　W2n文帝　That　is，　both　emperor　and　empress　set　an

example　of　the　way　of　labor　by　them＄e！ves．

　　Since　then，　as　sexual　divlsion　of　labor　was　established，　man　began

to　take　the　part　of　cultivation．　and　womaR　of　picking　mulbery　leaves，

silkworm－raising，　siil〈一reelhig，　・weaving　and　sewing．　・．Tltough　we　cannot

．find・．the　case　in　which　t！！e　sill〈　produced　by　woman　・was　collected　as

regu玉ar　tax，　the　tax　systems　after　the　Wei－Chin魏晋．　periods　were

based．01ユthe‘ノ㈱伽gヲ勉。砺’idea，　which　means　that　tsu租was　asslgned

．to即an　and彦iao調．to　woman．

The　Calvinist　Dominiop　in　Ghent　（1577－1584）

by

耳iroshi　Kawaguchi

　，This　subject　may　have　been　unpopular　with　most　historians　apart

from　Marxlst　historiography：　up　to　the　present　the　Calvinlst　dominion

in　questio11　has．　been　！iable　to　be・treated　half－heartedly　and　negatively，

especially　on．account　of　its　religious　radicalism，　・and　estimated　・shortly

as　a　episode　during　the　・RevoJt　of　the　Netherlands　in　the　sixteenth

century．

　　Characterized　by　tlie　religlous　radicalism，　however，　it　was　the　result－

ant　of　two　heterogeneous　tendeiicies：　religlous　fanaticism　and　deep－

seated　intention　of　restoring　the　old　regime．　ln　this　article　more

stress　is　laid　on　the　latter　component，　that　is，　the　intention　！eading　to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（498）




